
令和７年１２月１９日  
平川市告示第２９７号  

 
平川市食器洗い乾燥機賃貸借・定額利用補助金交付要綱 

 
（目的） 

第１条 食器洗い乾燥機の試用により、子育て世帯における家事負担の軽減や、負担軽減

によりできた時間を家族や子どもとのコミュニケーションの充実に活かすことを実感

していただくことを目的とし、食器洗い乾燥機を賃貸借・定額利用契約により使用する

者に対し、当該年度の予算の範囲内において、平川市食器洗い乾燥機賃貸借・定額利用

補助金（以下、「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については平川市補

助金等の交付に関する規則（平成１８年平川市規則第５３号。以下、「規則」という。）

に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

 
（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 
（１） １８歳未満の子どもを養育する者で、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者 
（２） 居住地において使用することを目的として、食器洗い乾燥機の賃貸借・定額利

用契約（個人間契約を除く）を締結した者 
（３） 市税等の滞納がない者（同居親族を含む） 

２ 前項の規定にかかわらず、過去に当該補助金の交付を受け食器洗い乾燥機を賃貸借し

た者及びその者と生計を同一にする者は対象としない。 

 
（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、補助対象

者が当該年度に食器洗い乾燥機の賃貸借・定額利用に要した経費（消費税を含む。）を対

象とし、１台を限度とする。ただし、途中解約による違約金や送料等は対象外とする。 

 
（補助金の額） 

第４条 補助金は、補助対象経費の２分の１（百円未満の端数が生じたときは、その端数

金額を切り捨てた後の額）に相当する額とし、１月あたり１，５００円を上限とする。 

 
 （補助対象期間） 
第５条 補助金の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、賃貸借・定額利用

料が生じた日から起算して３６か月を経過する日までの期間とする。 

 
 （補助対象者の資格認定） 
第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、平川市食器洗

い乾燥機賃貸借・定額利用補助金資格認定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書



類を添えて、契約後すみやかに市長に申請しなければならない。 
（１） 補助対象経費にかかる賃貸借・定額利用の状況が確認できる書類等の写し 
（２） 食器洗い乾燥機設置後の状況が確認できる写真 
（３）  平川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例第３条の規定に基づき、

電子情報処理組織による申請を行う場合にあっては、マイナンバーカード、運転

免許証その他本人確認できるものの写し 
（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前条の規定による認定申請があったときは、その内容を審査したうえ、認定

の可否を決定し、平川市食器洗い乾燥機賃貸借・定額利用補助金認定（不認定）決定通

知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

 
（補助金の交付申請） 

第７条 申請者は、前条の規定による認定決定を受けたときは、補助金対象期間の年度ご

と、当該年度の３月における補助対象経費の支払い完了後から翌年度の４月末日までの

期間に、平川市食器洗い乾燥機賃貸借・定額利用補助金交付申請書兼請求書（様式第３

号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 
（１） 補助対象経費の支払い金額等を証する書類等の写し 
（２） 市の保有する公簿により、市税等の納税状況が確認できない場合にあっては、

申請者及び同居親族の前年度の市町村税納税証明書等（滞納がないことの証明書

を含む。） 
（３）  平川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例第３条の規定に基づき、

電子情報処理組織による申請を行う場合にあっては、マイナンバーカード、運転

免許証その他本人確認できるものの写し 
（４） その他市長が必要と認める書類 

２ 補助対象経費の支払いが補助金対象期間の年度末以外において完了する場合は、その

月の支払い完了後から当該年度末までの期間に、前項の規定による交付申請ができるも

のとする。 

 
（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査したうえ、補助

金交付の可否を決定し、平川市食器洗い乾燥機賃貸借・定額利用補助金交付決定（不決

定）通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 
２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

 
（規則第１２条に規定する実績報告等の適用除外） 

第９条 規則第１２条に規定する実績報告については、第６条に規定する認定申請および

第７条に規定する交付申請をもって当該実績報告があったものとみなす。 
２ 規則第１３条第１項に規定する補助金等の額の確定については、前条第１項に規定す

る交付決定をもって当該確定通知があったものとみなす。 
３ 規則第１３条第２項に規定する精算請求については、第７条に規定する交付申請をも



って当該精算請求があったものとみなす。 

 
（交付決定の取消等） 

第１０条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、

補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 
２ 前項の規定により補助金の返還請求を受けた者は、遅滞なく請求された補助金を返還

しなければならない。 

 
（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 
 

附 則（令和７年１２月１９日平川市告示第２９７号） 
この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 
附 則（令和８年３月３１日平川市告示第６３号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


